
○
経
済
産
業
省
告
示
第
百
五
号

熱
供
給
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
通
商
産
業
省
令
第
百
四
十
三
号
）
第
三
十
四
条
の
六
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
熱
供
給
事
業
法
施
行
規
則
第
三
十
四
条
の
六
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
手
続
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
係
る

基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
四
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
四
年
二
月
二
十
八
日

経
済
産
業
大
臣

平
沼

赳
夫

熱
供
給
事
業
法
施
行
規
則
第
三
十
四
条
の
六
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
手
続
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に

係
る
基
準

熱
供
給
事
業
法
施
行
規
則
第
三
十
四
条
の
六
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
手
続
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
機
能
の
す
べ
て
を
備
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

経
済
産
業
大
臣
が
交
付
す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
又
は
熱
供
給
事
業
法
施
行
規
則
第
三
十
四
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
経

済
産
業
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
手
し
た
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
用
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
手
し
た
財
務
諸
表
様
式
、
供
給
温
度
及
び
供
給
圧
力
測
定
報
告
様
式
、
主
要
な
導
管

の
設
置
報
告
様
式
、
熱
供
給
事
故
年
報
様
式
、
導
管
工
事
終
了
報
告
様
式
、
第
三
十
三
条
第
一
項
の
表
第
一
号
に
掲
げ
る
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事
故
（
速
報
）
様
式
、
第
三
十
三
条
第
一
項
の
表
第
二
号
に
掲
げ
る
事
故
（
速
報
）
様
式
、
第
三
十
三
条
第
一
項
の
表
第

四
号
に
掲
げ
る
事
故
（
速
報
）
様
式
、
熱
供
給
事
故
詳
報
様
式
に
入
力
で
き
る
機
能

二

熱
供
給
事
業
法
施
行
規
則
第
三
十
四
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
通
信

で
き
る
機
能
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